
　職員の給与や職員数、勤務条件などの人事行政の運営等の状況について

お知らせします。

　このお知らせは、「箕面市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に

基づき本市の人事行政の運営等を公表することによって、その公平性と透明性を

高めることを目的としています。条例に基づき、令和２年度の状況をお知らせす

ることとなりますが、項目によっては、令和３年度に関する状況を公表しています。

問い合わせは、人事室（TEL072-724-6707、FAX072-723-2096）へ

人事行政の運営等の状況のお知らせ
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（1） 職員の採用、退職の状況

① 常勤職員（大阪府からの派遣職員は除いています）

・ 令和3年4月1日現在 人

・ 令和2年4月1日現在 人

・ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの退職者 人

・ 令和2年4月2日から令和3年4月1日までの採用者 人

② 再任用短時間勤務職員

（定年退職後に引き続き短時間勤務職員として勤務するもの）

・ 令和3年4月1日現在 人

・ 令和2年4月1日現在 人

③ 再任用フルタイム職員　

（定年退職後に引き続きフルタイム職員として勤務するもの）

・ 令和3年4月1日現在 人

・ 令和2年4月1日現在 人

④ 任期付短時間勤務職員

（公務の能率的運営を確保するために任期を定めて勤務するもの）

・ 令和3年4月1日現在 人

・ 令和2年4月1日現在 人

⑤ 任期付フルタイム職員　

（公務の能率的運営を確保するために任期を定めて勤務するもの）

・ 令和3年4月1日現在 人

・ 令和2年4月1日現在 人

（２） 職員数の推移（各年度4月1日現在）

① 【常勤職員】 （単位：人）

② 【再任用短時間勤務職員】 （単位：人）

③ 【再任用フルタイム職員】 （平成26年4月1日から制度導入） （単位：人）

④ 【任期付短時間勤務職員】 （単位：人）

⑤ 【任期付フルタイム職員】 （平成25年7月1日から制度導入） （単位：人）

210

対前年度 9 5 18 24 76 17

元年度 2年度 3年度

職員数 61 70 75 93 117 193

27年度 28年度 29年度 30年度

30 2対前年度 ▲ 10 6 38 ▲ 28

2年度 3年度

職員数 133 123 129 167 139 169 171

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

62 60

対前年度 5 10 9 14 10 ▲ 2

職員数 14 19 29 38 52

▲ 8 ▲ 5

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

対前年度 1 ▲ 3 6 ▲ 6

2年度 3年度

職員数 61 62 59 65 59 51 46

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

1,382

対前年度 38 0 ▲ 25 ▲ 6 ▲ 18 ▲ 16

元年度 2年度 3年度

職員数 1,409 1,447 1,447 1,422 1,416 1,398

193

27年度 28年度 29年度 30年度

51

60

62

171

169

210

1　職員の任免や職員数に関する状況

1,382

1,398

71

107

46
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（3） 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

（4） 年齢別職員構成の状況　（令和3年4月1日現在）

（注）　職員数は、府からの派遣職員を除いています。

職員数
人 人 人

126 161 223 183 143 80

人 人 人 人

1,6593 87 140 160 195 158

人 人

43歳 47歳 51歳 55歳

人 人 人 人

35歳 39歳 59歳 以上

～ ～ ～

60歳

計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

未満 23歳 27歳 31歳

[ 1,909 ］ [ 1,909 ］ [ 0］

（注）１　職員数は一般職に属する常勤の職員数です（府からの派遣職員は除いています）。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

小　    計 636 631 ▲ 5

合　　計
1,659 1,659 0

下　　　水 8 7 ▲ 1 異動・退職のため

そ の  他 69 69 0

異動・退職のため

水　　　道 29 29 0

小    　計 337 336 ▲ 1

公 営
企 業
等 会
計 部

門

病　　　院 530 526 ▲ 4

消　　　防 141 140 ▲ 1 異動・退職のため

小　    計 686 692 6

特 別
行 政
部 門

教　　　育 196 196 0

商　　　工 12 12 0

土　　　木 92 98 6 機構改革のため

労　　　働 2 2 0

農林水産 7 8 1 異動・採用のため

民　　　生 253 255 2 異動・採用、機構改革のため

衛　　　生 92 93 1 異動・採用のため

異動・退職のため

税　　　務 41 39 ▲ 2 異動・退職のため

一般
行政
部門

議　　　会 11 10 ▲ 1 異動・退職のため

総　　　務 176 175 ▲ 1

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
令和２年 令和３年
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（5） 等級および職制上の段階ごとの職員数の状況　（令和3年4月1日現在）

①行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1 9 1.6

副教育長
部長
担当部長
局長
統括監

1
5
1
1
1

9 1.6 部長級

2 16 2.9

副部長
担当副部長
学校教育監
地域創造推進監
センター長
事務局長

7
4
1
1
1
2

16 2.9 副部長級

3 24 4.3

室長
担当室長
副理事
課長
事務局長
会計管理者
副校長
消防次長

12
3
2
3
1
1
1
1

4 63 11.3

室長
担当室長
課長
局長代理
機構長
所長
校長
館長
副センター長

46
9
2
1
1
1
1
1
1

5 82 14.7

参事
係長
館長
担当長

79
1
1
1

6 116 20.7

参事
館長
所長
教育専門監

108
4
2
2

7 179 32.0 一般職（うち再任用45名） 179

8 70 12.5 一般職 70

559 100.0

②技能職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1 51 42.1 主任 51 51 42.1 主任級

2 59 48.8 一般職（うち再任用31名） 59

3 3 2.5 一般職 3

4 8 6.6 一般職 8

121 100.0合計

組織の長を補佐する職務

特に高度の技能又は経験を必要と
する業務を行う職務

70 57.9 一般職高度の技能又は経験を必要とする
業務を行う職務

定型的な業務を行う職務

合計

等
級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

組織の長を補佐する職務であっ
て、複雑、困難又は責任の度が大
きい業務を行うもの

198 35.4 参事級

組織の長を補佐する職務

高度の知識、技術又は経験を必要
とする業務を行う職務 249 44.5 一般職
定型的な業務を行う職務

部の長を補佐する職務

複雑、困難又は責任の度が大きい
業務を行う組織の長の職務

87 15.6 室長級

組織の長の職務

等
級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

部の長の職務
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③専門職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1 1 0.4 消防長 1 1 0.4 部長級

2 1 0.4 署長 1 1 0.4 副部長級

3 17 6.0

室長
担当室長
署長
分署長

10
4
1
2

17 6.0 室長級

4 32 11.4

参事
分署長
保育所長、その他の所長
幼稚園長

19
4
6
3

5 65 23.1
参事
園長

64
1

6 111 39.5 一般職（うち再任用25名） 111

7 54 19.2 一般職 54

281 100.0

④一般任期付職員行政職給料表

（人） （％）

1 2 0.7

2 6 2.2

3 0 0.0

4 11 3.9

5 36 12.9

6 14 5.0

7 3 1.1

8 26 9.4

9 45 16.2

10 20 7.2

11 115 41.4

278 100.0

1　高度の知識、技術又は経験を有する一般事務、技能的業務、労務的業務、青少年指導、債権管理業務及
び放課後児童支援業務を行う職務
2　高度の知識、技術又は経験を有する郷土資料館の企画等又は消費生活相談等を行う職務

1　定型的な一般事務、技能的業務、労務的業務、青少年指導、債権管理業務及び放諜後児童支援業務を
行う職務
2　定型的な郷土資料館の企画等又は消費生活相談等を行う職務

合　計

1　高度の知識、技術又は経験を有する心理及び教育に関する事項の指導助言の職務
2　定型的な主任介護支援専門員の職務、要介護認定に関する業務を行う職務並びに外国語教育に関する
業務を行う職務
3　相当高度の知識、技術又は経験を有する介護支援専門員の職務

1　極めて高度の知識、技術又は経験を有する保育士、教諭、養護教諭、司書、スクールソーシャルワーカー
及び障害児介助の職務
2　定型的な心理及び教育に関する事項の指導助言の職務
3　高度の知識、技術又は経験を有する介護支援専門員の職務
4　特に高度の知識、技術又は経験を有する要介護認定調査、障害支援区分認定調査又は広域連携福祉業
務を行う職務

1　特に高度の知識、技術又は経験を有する保育士、教論、養護教諭、司書及び障害児介助の職務
2　定型的な介護支援専門員の職務
3　極めて高度の知識、技術又は経験を有する放課後児童支援業務を行う職務
4　相当高度の知識、技術又は経験を有する要介護認定調査、障害支援区分認定調査又は広域連携福祉業
務を行う職務

1　極めて高度の知識、技術又は経験を有する一般事務、技能的業務、労務的業務、青少年指導及び債権管
理業務を行う職務
2　著しく高度の知識、技術又は経験を有する放課後児童支援業務を行う職務
3　相当高度の知識、技術又は経験を有する保育士、教論、養護教諭、司書及び障害児介助の職務
4　高度の知識、技術又は経験を有する要介護認定調査、障害支援区分認定調査又は広域連携福祉業務を
行う職務

1　特に高度の知識、技術又は経験を有する一般事務、技能的業務、労務的業務、青少年指導、債権管理業
務及び放課後児童支援業務を行う職務
2　高度の知識、技術又は経験を有する保育士、教諭、養護教諭、司書及び障害児介助の職務
3　定型的な要介護認定調査、障害支援区分認定調査又は広域連携福祉業務を行う職務

1　相当高度の知識、技術又は経験を有する一般事務、技能的業務、労務的業務、青少年指導、債権管理業
務及び放課後児童支援業務を行う職務
2　定型的な保育士、教諭、養護教諭、司書及び障害児介助の職務

等
級

等級別基準相当職務表に規定する基準となる職務
合計

1　極めて高度の知識、技術又は経験を有する市税等の収納に関する業務を行う職務、市民安全に関する業
務を行う職務並びに心理及び教育に関する事項の指導助言の職務
2　特に高度の知識、技術又は経験を有する主任介護支援専門員の職務、要介護認定に関する業務を行う職
務並びに外国語教育に関する業務を行う職務

1　特に高度の知識、技術又は経験を有する心理及び教育に関する事項の指導助言の職務
2　相当高度の知識、技術又は経験を有する主任介護支援専門員の職務、要介護認定に関する業務を行う職
務並びに外国語教育に関する業務を行う職務

1　相当高度の知識、技術又は経験を有する心理及び教育に関する事項の指導助言の職務
2　高度の知識、技術又は経験を有する主任介護支援専門員の職務、要介護認定に関する業務を行う職務並
びに外国語教育に関する業務を行う職務
3　特に高度の知識、技術又は経験を有する介護支援専門員の職務

高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を
行う職務

165 58.7 一般職

定型的な業務を行う職務

合計

部の長を補佐する職務

組織の長の職務

組織の長を補佐する職務であって、複雑、困難
又は責任の度が大きい業務を行うもの

97 34.5 参事級

組織の長を補佐する職務

等
級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

部の長の職務
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⑤一般任期付職員医療職給料表

（人） （％）

1 0 0.0

2 0 0.0

3 0 0.0

4 0 0.0

5 0 0.0

6 1 6.2

7 9 56.3

8 5 31.3

9 1 6.2

16 100.0合　計

１　極めて高度の知識、技術又は経験を有する看護師、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士及び障害児看護介助の職務
２　特に高度の知識、技術又は経験を有する保健師の職務
３　高度の知識、技術又は経験を有する薬剤師の職務

１　極めて高度の知識、技術又は経験を有する歯科衛生士及び栄養士の職務
２　特に高度の知識、技術又は経験を有する看護師、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士及び障害児看護介助の職務
３　相当高度の知識、技術又は経験を有する保健師の職務
４　定型的な薬剤師の職務

１　特に高度の知識、技術又は経験を有する歯科衛生士及び栄養士の職務
２　相当高度の知識、技術又は経験を有する看護師、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士及び障害児看護介助の職務
３　高度の知識、技術又は経験を有する保健師の職務

１　相当高度の知識、技術又は経験を有する歯科衛生士及び栄養士の職務
２　高度の知識、技術又は経験を有する看護師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士及び障害児看護介助の職務
３　定型的な保健師の職務

１　高度の知識、技術又は経験を有する歯科衛生士及び栄養士の職務
２　定型的な看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び障害児看護
介助の職務

定型的な歯科衛生士及び栄養士の職務

等
級

等級別基準相当職務表に規定する基準となる職務
合計

極めて高度の知識、技術又は経験を有する薬剤師の職務

特に高度の知識、技術又は経験を有する薬剤師の職務

１　極めて高度の知識、技術又は経験を有する保健師の職務
２　相当高度の知識、技術又は経験を有する薬剤師の職務
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（１） 人件費の状況について

　①人件費の状況（令和2年度普通会計決算）

　②職員給与費の状況（令和3年度普通会計予算）

一人当たり

給与費 B/A

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、令和3年4月1日現在の人数である。
      ３　（　）内は短時間勤務職員の数値であり、上段の数値には含まない。

  

　③ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

（注）類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

▲ 2.5

全国市平均 98.7 99.1 99.1 99.1 98.9 98.9 0.0

元年度 ２年度 増減

箕面市 98.0 97.9 98.9 99.3 99.3

5,844千円 5,841千円

96.8

(171人)

区　分 27年度 28年度 29年度 30年度

3年度
1,043人

3,975,632千円 1,384,475千円 1,734,222千円 7,094,329千円

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ

15.0%2,368,290千円 10,249,463千円 11.6%

一人当たり給与費

（注）人件費には、特別職に支給される給料や報酬、共済組合等負担金、退職手当を含む。

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）令和2年度

2年度 135,994人 88,430,704千円

（令和2年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 令和元年度の人件費率

2　職員給与の状況

　職員の給与は、地方公務員法に定める給与決定の原則に基づき、生計費、国や他の地方公共団体の職員の給
与、民間事業の従事者の給与などを参考にして定めています。給与の基本的な事項は、市議会の議決を経て、
「箕面市一般職の職員の給与に関する条例」などで規定しています。
　平成19年度は、国における給与構造改革に準じ、給料表の構造見直しを行い、全給料表を平均6.9％引き下げ
るとともに、昇給制度の見直しを行うなど職務に応じた給与水準を再構築しました。
　また、財政健全化を図るために、人件費の抑制策として、平成21年1月から平成27年3月の間は課長級以上
3.5%、課長補佐級以下3%の給料月額カットを実施しました。
　さらに、平成27年度には、人事給与構造改革に伴う給料表の改正により、よりいっそう職務に応じた給与水準とな
るよう見直しを行いました。

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

98.0 

99.5

98.7

96.8 

99.4

98.9

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

箕面市 類似団体平均 全国市平均

(R2)

(R2)

(R2)

(H27)

(H27)

(H27)
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（２） 職員の平均給料月額、初任給等の状況

　①職員の平均年齢、平均給料月額の状況

　　　　Ⅰ　一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

　　　　Ⅱ　技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

　　　Ⅲ　教育職（小・中学校（幼稚園））

歳 円 円

　　　　Ⅳ　税務職

歳 円 円 円

歳 円 円

　　　　Ⅴ　福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

　　　　Ⅵ　医師職

歳 円 円 円

歳 円 円

　　　　Ⅶ　看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和3年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　 外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　 いて明らかにされているものである。　
　　　 　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　 　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

 　　　　計算したものである。

箕面市 38.4 282,004 402,198 341,762

国 47.3 317,928 ― 355,144

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

箕面市 46.6 433,073 1,162,412 578,052

国 52.4 506,994 ― 846,285

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

箕面市 44.5 274,645 336,706 331,775

国 43.4 333,957 ― 385,247

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

箕面市 43.5 291,079 400,966 371,138

国 42.8 358,234 ― 435,038

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

箕面市 41.9 322,532 433,400

国 50.9 287,283 ― 328,862

箕面市 50.5 294,570 370,921 367,755

う ち 清 掃 職 員 47.8 303,982 389,134 384,659

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

箕面市 41.3 292,794 403,748 379,981

国 43.2 327,564 ― 408,868

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）
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 ②職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）

一般行政職 大　学　卒

高　校　卒

技能労務職 高　校　卒 円 円 － －

中　学　卒 円 円 － －

 ③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和3年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円技能労務職 高　校　卒

一般行政職 大　学　卒 271,995 352,670 353,471

高　校　卒 222,250

150,600 162,600

区　　　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

円 一般職 160,100 円

162,600 174,600

165,900 円 182,200 円 一般職 150,600

円 総合職 209,400 円

一般職 182,200 円 一般職 195,500 円
195,500 円 202,500 円

総合職 195,500

区　　　　　分
箕　面　市 国

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料
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（３） 職員手当の状況

 ① 期末手当・勤勉手当

千円

（令和2年度支給割合） （令和2年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（令和3年度支給割合） （令和3年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

 ② 退職手当（令和3年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３０年 月分 月分 勤続３０年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）  退職手当の1人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額である。

 ③ 地域手当（令和3年4月1日現在）

千円

千円

　

％ ％

医師以外 12 ％ ％
全地域

医師       16
1,187 人

医師            16

医師以外      12

支給実績（令和2年度普通会計決算） 522,443

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度普通会計決算） 440

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

51.87 51.87 47.709 47.709

6,707 20,654

37.765 44.36250 34.7355 40.80375

43.225 51.87 39.7575 47.709

21.385 26.73125 19.6695 24.58688

30.485 36.17250 28.0395 33.27075

1.35 0.90 1.45 0.90

箕　　　　　　　　　　　面　　　　　　　　　　　市 国

1.45 0.90 1.45 0.90

2.40 1.90 2.55 1.90

箕　　　　　面　　　　　市 国

1人当たり平均支給額（令和2年度）
―

1,417

2.55 1.90 2.55 1.90
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 ④ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

 ⑤その他の手当（令和3年4月1日現在）
支給職員1人当たり
平均支給年額

（扶養親族の範囲）

配偶者 円

子 円

その他の扶養親族

円

【特定加算】

16歳以上23歳未満の子 円

（住居の区分） （手当の額）

市内持家 円

市内賃貸 円

（賃貸は入庁年数による加算あり）

（支給要件）

通勤距離　2　㎞以上

（通勤の区分）

交通機関利用 55,000円

交通用具使用

区分 支給額

部長 円

副部長 円

３等級室長 円

４等級室長 円

５等級参事 円

６等級参事 円

1回につき 円 円千円 0

千円 61,412 円

支給額
勤務１時間当たりの給与額

×
25/100

宿日直手当 5,900 同じ 0

夜間勤務
手当

支給条件

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前5時までの間に勤務
する職員

同じ 2,027

124,000

110,000

100,000

85,000

60,000

45,000

円（最高支給限度額）

2,000円－24,500円

管理職手当 － － 328,217 千円 744,256 円

通勤手当 同じ 79,075 千円 89,048

・市内居住者のみ支給
・持家の職員にも支給
・上限9,000円（賃貸は入庁
年数による加算あり）

49,412 千円 162,539 円

9,000

9,000

10,000

6,500

5,000

住居手当 異なる

（令和2年度決算）

扶養手当 同じ 99,723 千円 237,435 円

6,500

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 元 年 度 決 算 ） 405

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（令和2年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価

支 給 実 績 （ 2 年 度 決 算 ） 235,960

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 2 年 度 決 算 ） 316

支 給 実 績 （ 元 年 度 決 算 ） 277,246
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（４） 特別職の報酬等の状況（令和3年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　　 （算定方式） （１期の手当額）

給料月額×在職月数×19/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×15/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×13/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×13/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×13/100 円 任期毎

給料月額×在職月数×13/100 円 任期毎

(注）退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年 = 48月。教育長は3年＝36月）     

        勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

病 院 事 業 管 理 者 4,455,360

教 育 長 3,388,320

教 育 長

退
職
手
当

　　（支給時期）

市 長 8,572,800

副 市 長 5,889,600

上下水道企業管理者 4,455,360

議 員 　　（令和3年度支給割合）

4.25 月分

地
域
手
当

市 長

                              支給率　　　　　　12％

副 市 長

上下水道企業管理者

教 育 長

議 長 　　（令和2年度支給割合）

副 議 長 4.40 月分

議 員 610,000

期
末
手
当

市 長 　　（令和2年度支給割合）

副 市 長 4.40 月分

上下水道企業管理者 　　（令和3年度支給割合）

714,000

教 育 長 724,000

議 長 720,000

副 議 長 660,000

区 分 給 料 月 額 等

報

酬

市 長 940,000

副 市 長 818,000

上下水道企業管理者 714,000

病 院 事 業 管 理 者

病 院 事 業 管 理 者

競 艇 事 業 管 理 者 4,455,360

競 艇 事 業 管 理 者 714,000

競 艇 事 業 管 理 者 4.25 月分

競 艇 事 業 管 理 者

病 院 事 業 管 理 者
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（1） 勤務時間など　（令和3年4月1日現在）

【常勤職員・再任用フルタイム職員・任期付フルタイム職員】

【再任用短時間勤務職員】

【任期付短時間勤務職員】

（２） 年次有給休暇の状況

① 　付与要件及び日数

　1年度につき20日付与。 現年度付与分のみ翌年度に繰越可

　取得単位は、1日または時間。

② 　平均取得日数 （令和2年度） 12.0日

（３） 育児休業等の取得状況 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

① 　育児休業

・ 新規取得者数

男性 8 人 女性 34 人

・ 前年度からの継続者数

男性 0 人 女性 42 人

② 　部分休業

・ 新規取得者数

男性 2 人 女性 39 人

・ 前年度からの継続者数

男性 0 人 女性 35 人

（４） 介護休暇の取得状況 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

・ 新規取得者数

男性 0人 女性   0人

・ 前年度からの継続者数

男性 0人 女性   0人

（５） 自己啓発等休業の取得状況 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

・ 新規取得者数

男性 0人 女性   0人

・ 前年度からの継続者数

男性 0人 女性 　0人

休憩時間 　　　　　　　　　　　12　時　から　　12　時　45　分　（45分間）

週休日 勤務形態に応じて定める

休憩時間 　　　　　　　　　　　12　時　から　　12　時　45　分　（45分間）

週休日 勤務形態に応じて定める

勤務時間 週　31　時間　　（業務にあわせて１日の勤務時間を割り振る）

休憩時間 　　　　　　　　　　　12　時　から　　12　時　45　分　（45分間）

週休日 土曜日　及び　日曜日

勤務時間 週　31　時間　　（業務にあわせて1日の勤務時間を割り振る）

3　職員の勤務条件や服務の状況

勤務時間 週　38時間　45分

始業時間 8　時　45　分 終業時間 17　時　15　分
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（６） 修学部分休業の取得状況 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

・ 新規取得者数

男性 1人 女性   0人

・ 前年度からの継続者数

男性 0人 女性 　0人

（７） 高齢者部分休業の取得状況 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

・ 新規取得者数

男性 0人 女性   0人

・ 前年度からの継続者数

男性 0人 女性 　0人

（8） 配偶者同行休業の取得状況 （令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

・ 新規取得者数

男性 0人 女性   0人

・ 前年度からの継続者数

男性 0人 女性 　0人
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（９） 　特別休暇の種類 （令和3年4月1日現在）

主な特別休暇の種類と付与日数

育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日
を起算日とする6週間前の日から出産日を起算とする8
週間（多胎の場合は14週間）後の日までの期間にある
場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の
始期に達するまでの子を養育する職員がこれらの子の
養育のため勤務しないことが相当と認められる場合

5日の範囲内の期間

早死産等休暇 女子職員の早死産その他やむを得ない事情のある場合
産前産後を通じて14週間を越え
ない範囲の期間

配偶者出産休暇 職員の妻が出産する場合
出産日を起算日とする2週間以
内の期間において2日

生理休暇 女子職員の生理日の勤務が著しく困難である場合 3日の範囲内の期間

流産休暇 女子職員が妊娠第4月未満で流産した場合 2週間の範囲内の期間

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社
会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当と
認められる場合
イ　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発
生した被災地又はその周辺の地域における生活関連
物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ　障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の
主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負
傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置
を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるも
のにおける活動
ハ　イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精
神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活
を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を
支援する活動

　　　1の年度において5日
　　　の範囲内の期間

育児休暇
生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育
のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内又は1
日1回1時間以内

結婚休暇 職員が結婚する場合 7日の範囲内の期間

出産休暇 女子職員が出産する場合

出産予定日を起算日とする8週
間（多胎の場合は14週間）前の
日から出産日の翌日を起算日と
する8週間（多胎の場合は10週
間）後の日までの期間

証人等出頭休暇
職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、
地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる日又は時間

ドナー休暇
職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として
その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、
又は骨髄移植のため骨髄液を提供する場合

必要と認められる日又は時間

種　　類 理　　由 期　　間

選挙権等行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる日又は時間
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災害交通遮断休暇
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故
等により、出勤することが著しく困難であると認められ
る場合

必要と認められる日又は時間

災害危険回避休暇
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が
退勤途上における身体の危険を回避するため勤務し
ないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる日又は時間

短期介護休暇

負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生
活を営むのに支障がある条例第8条の2第4項に規定
する要介護者(以下この項において「要介護者」とい
う。)の世話を行うために勤務しないことが相当と認めら
れる場合

1の年度において5日(当該対象
となる要介護者を2人以上介護
する職員にあっては、10日)の範
囲内の期間(1日又は時間を単
位とする。)

住居滅失等休暇
地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が
滅失し、又は損壊した場合

7日の範囲内の期間

妊娠通院休暇
妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律
第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13
条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、
妊娠満24週から満35週までは2
週間に1回、妊娠満36週から出
産までは1週間に1回、産後1年
まではその間に1回(医師等の特
別な指示があった場合には、い
ずれの期間についてもその指示
された回数)について通院に必
要と認められる時間

妊娠障害休暇
妊娠中の女子職員がつわりのため勤務が著しく困難
である場合

7日の範囲内の期間(1日又は半
日を単位とする。)

夏季休暇
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維
持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないこ
とが相当と認めれられる場合

市長が定める日数

長期在職休暇
在職期間が10年、20年又は30年に達する職員が心身
の健康の維持、自己啓発、社会貢献等を行うため勤
務しないことが相当と認められる場合

在職期間10年　　3日
在職期間20年　　3日
在職期間30年　　5日

子の短期看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、若しく
は疾病にかかり、又は小学校の子が学校保健法施行
規則第19条各号に規定する伝染病にかかった場合
で、その子を養育する職員が看護するために勤務しな
いことが相当と認められる場合

1の年度において5日の範囲内
の期間（複数子の場合は10日）

親族死亡休暇 職員の親族が死亡した場合 親族に応じ別に定める日数

種　　類 理　　由 期　　間

妊娠休暇 妊娠中の女子職員が勤務する場合

1日に勤務時間の始め及び終わ
りにおいてそれぞれ30分以内又
は始め若しくは終わりのいずれ
かにおいて1時間以内
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人 人

人 人

人 人

人 人

人

人

人

　　　6　職員の退職管理の状況

　地方公務員法第３８条の２第８項及び第３８条の６第２項に基づき、職員の退職管理の適正
化を図っています。
　再就職者は、退職後２年間、契約や処分に関して、元の職場への働きかけを禁止していま
す。
　また、退職後に営利企業等に就職した場合、再就職の届出を義務付けています。

3．停職 0 3．休職 32

4．免職 2 4．降給 0

1．戒告 0 1．免職 0

2．減給 1 2．降任 0

4　人事評価制度の概要

　地方公務員法第２３条に基づき、人事行政の公正な運営を確保するため、毎年１回（１０月
３１日基準）人事評価を実施しています。
人事評価は、「業績評価」「能力評価」の２要素を柱とし、所属長・同僚・部下による多面評価
を実施しています。

　　　5　分限処分・懲戒処分の状況
　　　（令和２年度中に行った処分の状況）

懲戒処分の種類 人数 分限処分の種類 人数

61

11

5

常勤職員退職者数

　うち管理職員数

　うち再就職先届出数
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（２） 令和2年度研修実績

①自主研修   

個人学習　　　　　  　　　　32人

②職場研修
a.箕面市学校図書館司書研修会　 　　　　         20人

　c. 一般教養研修
職員の幅広い知識又は教養の修得のために実施する研修

④ 人権研修 あらゆる人権問題に対する認識を深め、人権擁護・尊重の理念に立脚した行政を推進する
ために実施する研修

⑤ 派遣研修 箕面市以外の研修実施機関・団体に職員を派遣して実施する研修

② 職場研修 室長等が職務として所属職員に対し、日常の業務を通じて、又は機会を設けて行う研修

③ 職場外研修

　a. 階層別研修
職員の職種又は等級若しくは補職歴に応じ、職員として必要な能力、資質、知識・技術の
向上のために実施する研修

　b. 実務専門研修
職員の担当する職務内容に応じ、専門知識の修得又は実務能力の向上のために実施する
研修

７　職員研修の状況

　地方公務員法第39条に基づき、職員に研修の機会を提供することにより、職員の能力開発
及び資質向上をはかり、めざすべき組織像・職員像の実現に向けた人財育成に努めていま
す。
　令和2年度における重点項目は次のとおりです。
　①市民サービス（ＣＳ）の向上
　②管理監督職の能力強化
  ③政策形成能力・自治体法務能力の養成

  自主研修、職場研修、階層別研修、実務専門研修、一般教養研修、人権研修の他、年間を
通じて、民間企業や国・府への派遣研修を行いました。

（１）研修体系

① 自主研修 職員が自らの意思に基づき行う研修（個人学習、グループ学習、通信教育）
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受　講　者　数
新規採用職員 a. 新規採用職員前期研修Ⅰ（令和２年度新規採用職員等） 88 人
新規採用職員 b. 新規採用職員前期研修Ⅱ（令和２年度新規採用職員：行政職・消防職） 26 人
新規採用職員 c. 新規採用職員前期研修Ⅲ（令和２年度新規採用職員：行政職・消防職等） 延べ96 人
新規採用職員 d. 新規採用職員普通救命講習（令和２年度新規採用職員等）
新規採用職員 e. 新規採用職員防災基礎講習（令和２年度新規採用職員等） 179 人
新規採用職員 f. 新規採用職員みのおPR研修（令和２年度新規採用職員：行政職）

新規採用職員 g. 新規採用職員後期研修（令和２年度新規採用職員：行政職・消防職等） 42 人
一般職員 h. 一般職員研修Ⅰ（採用３～４年目程度の職員） 20 人
一般職員 i. 一般職員研修Ⅱ（採用６～７年目程度の職員） 13 人
一般職員 j.市の３大式典研修（在職１～３年目の職員） 25 人
新任監督職職員 k.新任監督者研修（令和２年度昇任の監督者等） 41 人
新任管理職職員 l. 新任管理職研修（令和２年度昇任の管理職等） 22 人
現業職員 m. 現業職員研修 28 人

159 人

91 人

37 人

94 人

　令和2年度における職員の勤務条件に関する措置の要求および職員に対する不利益処分に関
する審査請求の状況は次のとおりです(教職員含む）。

0 件
0 件
2 件

※　「勤務条件に関する措置の要求」とは、公平委員会に対し、職員が給与、勤務時間などの勤務
条件に関し、市が適切な措置を講ずるよう要求できる制度です。

※　「不利益処分に関する審査請求」とは、職員が懲戒処分などの不利益処分を受けたことに

不利益処分に関する審査請求の状況
苦情の処理の状況

不服があるときに、公平委員会に対して審査請求ができる制度です。

⑦派遣研修
研修機関等派遣研修（市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所、大阪府立消防学
校、消防大学校）、先進都市視察研修、実務専門派遣研修、安全衛生派遣研修、人権派遣研修

8　公平委員会の業務状況

区分 件数
勤務条件に関する措置の要求状況

交通事故再発防止研修 事故経験者及び希望職員

福祉体験学習 体験希望者

⑥人権研修
人権セミナー：3講演（全職員） 延べ87 人（人事室主催分のみ）

中止

中止

接遇向上研修 所属長が指名する職員

⑤一般教養研修
研　　修　　区　　分 受　　　講　　　対　　　象　　　者 受　講　者　数

人事考課研修 全職員

ハラスメント防止研修 全職員
コミュニケーション力向上研修 希望職員等

③階層別研修
階　　　層 研　　 　修 　　　区　　　分

④実務専門研修
研　　修　　区　　分 受　　　講　　　対　　　象　　　者 受　講　者　数

中止

中止
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9 職員の福利厚生の状況

①健康診断

②箕面市職員厚生会

③大阪府市町村職員共済組合

④公務災害補償

福祉事業（各種貸付の実施、宿泊施設の運営など）

保健事業（保健衛生に関する啓発、人間ドック補助など）

　公務及び通勤途上での負傷・疾病に対し、地方公務員災害補償基金等と連携して療養補償・休業補償・障害補償・遺
族補償を行っています。

助成事業（総合健診助成金など）

給付事業（死亡弔慰金・結婚祝金など）

貸付事業（生活資金の貸付）

　組合員及びその家族の生活安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的として、以
下の事業を実施しています。

長期給付事業（退職・障害・遺族共済年金の支給）

短期給付事業（病気・ケガ・出産・死亡・休業及び災害に関する給付）

　地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事項について、計画を策定し、
事業を実施することが義務づけられており、箕面市職員厚生会などにおいて、福利厚生事業を行っています。
　　また、箕面市職員厚生会においても平成20年度から事業の見直し及び公費のあり方の見直しを行い、事業主負担金
と個人会費の比率を 0.6 ： １ として運営するとともに、給付事業は公費を投入しないこととしています。

　職員の健康管理及び疾病予防のため、下記各種健康診断を実施しています。

職員定期健康診断・有害業務従事職員定期歯科健康診断・腰痛症等検診・特定業務従事職員定期健康診断・大腸
検診・ＶＤＴ検診・Ｂ型肝炎血液検査・職員定期健康相談・職員メンタルヘルス相談・ストレスチェック

　職員の厚生制度を実施することを目的として、以下の事業を実施しています。

文化事業（バスツアーの実施、退職予定者に対するライフプランセミナーの実施など）

体育事業（ボウリング大会の実施など）
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